
 

 

 名古屋市野外教育センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

 

 

 

  令和 8 年 3 月31 日 

 

 

             名古屋市教育委員会教育長  杉 浦 弘 昌 

 

 

 

名古屋市教育委員会規則第 6 号 

 

   名古屋市野外教育センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市野外教育センター条例施行規則（昭和41年名古屋市教育委員会規則

第13号）の一部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表（第 9 条関係） 

野外教

育セン

ター名 

使用区分 

使   用   料   の   額 

単 位 1  泊 1  日 午 前 午 後 夜 間 1 時間 

名古屋

市稲武

野外教

育セン

ター（ 

分館を 

除く。）

屋

内

施

設 

宿泊室 
大人 1 人 1,000 円      

小人 1 人 500 円      

第 1 会

議室 
1   室  6,000 円 2,250 円 2,250 円 2,250 円 750 円 

第 2 会

議室 
1   室  3,000 円 1,100 円 1,100 円 1,100 円 370 円 

第 3 会

議室 
1   室  3,000 円 1,100 円 1,100 円 1,100 円 370 円 

第 4 会

議室 
1   室  6,000 円 2,250 円 2,250 円 2,250 円 750 円 

第 5 会

議室 
1   室  3,000 円 1,100 円 1,100 円 1,100 円 370 円 

第 6 会

議室 
1   室  3,000 円 1,100 円 1,100 円 1,100 円 370 円 

屋

外

施

設 

キャン

プ場 

大人 1 人 500 円      

小人 1 人 250 円      

野外炊

事場 
1   人  250 円     

名古屋

市中津

川野外

教育セ

ンター 

屋

内

施

設 

宿泊室 
大人 1 人 1,000 円      

小人 1 人 500 円      

第 1 会

議室 
1   室  6,000 円 2,250 円 2,250 円 2,250 円 750 円 

第 2 会

議室 
1   室  3,000 円 1,100 円 1,100 円 1,100 円 370 円 

第 3 会

議室 
1   室  3,000 円 1,100 円 1,100 円 1,100 円 370 円 

第 4 会

議室 
1   室  3,000 円 1,100 円 1,100 円 1,100 円 370 円 



 

  第 5 会

議室 
1   室  3,000 円 1,100 円 1,100 円 1,100 円 370 円 

屋

外

施

設 

キャン

プ場 

大人 1 人 500 円      

小人 1 人 250 円      

野外炊

事場 
1   人  250 円     

分 館 屋

内

施

設 

宿泊室 
大人 1 人 1,000 円      

小人 1 人 500 円      

第 1 研

修室 

第 2 研

修室 

第 3 研

修室 

第 4 研

修室 

第 5 研

修室 

1   室  6,000 円 2,250 円 2,250 円 2,250 円 750 円 

体育室 全  面   4,200 円 4,200 円 4,200 円  

コ

ー

ト

1 

面 

バスケ

ットボ

ール又

はバレ

ーボー

ル 

  2,000 円 2,000 円 2,000 円  

バドミ

ントン 
  700 円 700 円 700 円  

卓 球   300 円 300 円 300 円  

その他

スポー

ツ

（ 250  

平方メ

ートル

以内） 

  700 円 700 円 700 円  

          



 

 屋

外

施

設 

キャン

プ場 

大人 1 人 500 円      

小人 1 人 250 円      

野外炊

事場 
1   人  250 円     

陸上競

技場 
   3,000 円 3,000 円   

野球場 1   面   1,900 円 1,900 円   

庭球場 1   面   1,000 円 1,000 円   

備考 

 1  使用時間の区分は、次のとおりとする。 

(1) 1 泊 午後 3 時から翌日午前10 時まで 

(2) 1 日 午前 9 時から午後 8 時30 分まで 

(3) 午前 午前 9 時から午後 0 時30 分まで 

(4) 午後 午後 1 時から午後 4 時30 分まで 

(5) 夜間 午後 5 時から午後 8 時30 分まで 

2  小人とは、小学校就学の始期に達するまでの者並びに小学校及び中学校又 

はこれらに準ずる学校に在学する者をいう。 

 

   附 則 

1  この規則は、令和 8 年10 月 1 日から施行する。 

2  この規則の施行の際現に使用の許可を受けている者及び使用の許可を申請

し、受理されている者の使用料の額については、なお従前の例による。 


